
障　害　等　級　の　図　解

★　初診日において厚生年金保険加入の場合

厚生年金保険
被保険者

1級
障害厚生年金

２級
障害厚生年金

３級
障害厚生年金

障害手当金

国民年金
被保険者（第2号）

1級
障害基礎年金

2級
障害基礎年金

配偶者加算 配偶者加算

子の加算 子の加算

★　初診日において国民年金加入の場合（または初診日が20歳前の場合）

国民年金被保険者
（第1号・第3号）

1級
障害基礎年金

2級
障害基礎年金

子の加算 子の加算

重い　　　　　　　　　　　　　障害の程度　　　　　　　　　　　　軽い

重い　　　　　障害の程度　　　　　　軽い
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